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天井懐 1500㎜を超える場合の補強に関する基準の件 

 

  従来の基準は、公共建築協会の「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」や、財団法人     

日本建築防災協会の「既存鉄鋼層造体育館の耐震改修の手引き」より、天井懐 1500 ㎜を     

超える場合は、水平振れ止め（Ｘ .Ｙ方向 1800 ㎜ピッチ程度）及びブレース補強を       

行なう事としていました。 

   

ロックウール工業会では、天井に対する法制化の動きに先んじて天井懐 2000㎜での通しブレース

及び 2 段ブレースでの水平荷重試験を実施し、通しブレースの有効性を確認しました。     

また、その結果を日本建築学会大会学術講演梗概集（2013年 8月）で発表しました。 

 

  2013 年 10 月に公開された「建築物における天井脱落対策に係る技術基準の解説      

（平成 25年 10月版）」※（別紙参照）では、「吊り長さを 3ｍ以下に制限した上で斜め部材の配置

等によって水平方向の揺れを抑えることを基本的な考えとしており、水平補剛材を設けることを

天井の耐震性を確保する上での必須の要件とはしていない。ただし吊り材が長くなる場合におい

て水平補剛材を設置することは何らさし支えない。」とあります。 

 

  上記を踏まえ、ロックウール工業会では、懐 1500㎜を超えるシステム天井に対しての耐震性の

確保は通しブレースの性能に委ね、水平補剛材の設置は必須要件とはしない事とします。ただし

従来の水平補剛材等の設置を否定するものではありません。天井懐が 2000 ㎜を超える場合は  

構造計算を行い、鉄骨組付けのぶどう棚を設置して下さい。 
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